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教 育 委 員 会 会 議 次 第 

令和３年１１月１８日（木）１５:０５ 

教育委員会会議室 

１ 開  会 

２ 案  件 

（１）議案 

   議案第３０号「北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」 

（子ども家庭局 青少年課長、新科学館担当課長） 

議案第３１号「令和３年１２月北九州市議会定例会への提出議案について」 

（総務課長） 

議案第３２号「人事について」 

（労務争訟担当課長） 

議案第３３号「北九州市いじめ問題専門委員会の委員の追加任命について」 

（教育相談・連携担当課長） 

議案第３４号「北九州市立図書館指定管理者の指定について」 

（中央図書館 庶務課長） 

（２）協議 

   協議①「令和４年度教育委員会予算要求方針について」 

（総務課長） 

協議②「小倉北特別支援学校等整備事業に係る『公共事業評価事前評価２』の実施 

について」 

（特別支援教育企画担当課長） 

３ 閉  会 
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教 育 委 員 会 （ 定 例 会 ） 

１ 開催年月日  令和３年１１月１８日（木） 

２ 開催時間  １５：０５～１６：３０ 

３ 開催場所  教育委員会会議室 

４ 出 席 者  （教 育 長）田島 裕美 

（教育委員）シャルマ 直美 大坪 靖直 津田 惠次郎 

 竹本 真実 郷田 郁子 

５ 事務局職員  教育次長            古小路 忠生 

総務部長            小杉 繁樹 

教職員部長           髙松 淳子 

学校支援部長          春日 伸一 

学校教育部長          髙橋 英樹 

次世代教育推進部長       金子 二康 

総務課長            田中 真徳 

企画調整課長          浜崎 善則 

学校規模適正化担当課長     松本 聡 

特別支援教育企画担当課長    緒方 直彦 

教職員課長           立花 昭一 

給与厚生担当課長        田中 満英 

労務争訟担当課長        野口 浩史 

制度服務担当課長        上野 正彦 

学事課長            久保 慶司 

学校保健課長          角野 純二 

施設課長            太田 敦 

指導企画課長          奥村 和美 

学校経営・教育指導課長     澤村 宏志 

生徒指導・教育相談課長     中溝 直樹 

教育相談・連携担当課長     有田 勝彦 

不登校対策担当主幹       福嶋 一也 

学校家庭地域連携担当主幹    佐藤 文俊 

特別支援教育課長        小西 友康 

授業づくり支援企画課長     南里 幸一 

教育情報化推進課長       赤瀬 正信 

教育センター所長        松中 保明 

中央図書館 庶務課長       三ツ廣 託則 

中央図書館 奉仕課長       福田 淳司 

子ども家庭局 青少年課長     仕田原 典生 

子ども家庭局 新科学館担当課長  遠藤 大介 

６ 書   記  総務課庶務係長         増田 真二 

総  務  課         事柴 佑斗 

７ 会議の次第  別紙のとおり 
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教育委員会(定例会)会議録（令和３年１１月１８日） 

１ 開 会 

  １５：０５ 田島教育長が開会を宣言 

２ 会議録署名委員の指名 

  田島教育長が会議録署名委員に、大坪委員と津田委員を指名。 

以下の案件を非公開にすることを議決 

・議案第３０号「北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」 

・議案第３１号「令和３年１２月北九州市議会定例会への提出議案について」 

・議案第３４号「北九州市立図書館指定管理者の指定について」 

・議案第３２号「人事について」 

・協議①「令和４年度教育委員会予算要求方針について」 

・協議②「小倉北特別支援学校等整備事業に係る「公表事業評価事前評価２」の実施について」 

３ 案 件 

（１）公開案件 

議案第３３号「北九州市いじめ問題専門委員会の委員の追加任命について」 

本議案の提案理由を教育相談・連携担当課長が説明。 

 [提案理由要旨]  

 北九州市いじめ問題専門委員会の委員について、新たに委員を追加任命するもの。 

原 案 可 決 

（関係者以外退出） 

（２）非公開案件 

議案第３０号「北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」 

本議案の提案理由を子ども家庭局青少年課長、新科学館担当課長が説明。 

 [提案理由要旨] 

 北九州市科学館を新設するため、本条例を一部改正するもの。 

原 案 可 決 

議案第３１号「令和３年１２月北九州市議会定例会への提出議案について」 

原 案 可 決 
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議案第３４号「北九州市立図書館指定管理者の指定について」 

本議案の提案理由を中央図書館庶務課長が説明。 

 [提案理由要旨]  

 北九州市立小倉南図書館の指定管理者について、決定するもの。 

原 案 可 決 

協議①「令和４年度教育委員会予算要求方針について」 

本議案の提案理由を総務課長が説明。 

 [提案理由要旨]  

 令和４年度の教育委員会予算について、方針を協議するもの。 

大坪委員／資料６ページにある「ＳＮＳ相談事業」について、内容をもう少し詳しく教え

ていただきたい。 

生徒指導・教育相談課長／新規事業であるこの「ＳＮＳ相談事業」は、児童生徒の悩みの解消を目的に、

市内の小、中、高の児童生徒、約７万人を対象に、３６５日、夜間に相談窓口を

ＬＩＮＥを使って開設するものである。 

相談にあたるのは、専門のスタッフであり、チャットのような形で児童生徒が

相談したいと思ったタイミングで、行ってもらうものとなる。 

実は、福岡市でも、同様な相談窓口を設けているのだが、土曜日以外の１９時

から２２時までとしている。 

それに対して、本市は３６５日と、手厚い体制を整えたいと思っている。 

郷田委員／２４時間ではなく、３時間のみの対応となるのか。 

生徒指導・教育相談課長／時間は、福岡市と同様、１９時から２２時の３時間を想定している。 

在校中の時間帯は、なかなかそういった相談はできないと考える。そのため、

児童生徒が比較的空いている時間帯となるこの時間帯での実施とした。 

また、全市的に「携帯電話の使用は２２時まで」と指導していることもあるの

でこの時間で区切っている。 

郷田委員／この事業において、専門的、先進的に取組んでいる、例えば企業などから、「何

時から何時までが、相談やＳＮＳの投稿が多い」などといった、研究結果や統計

があってのものだと推察するがいかがか。 

生徒指導・教育相談課長／他都市の状況等を見ると、政令市で設定している時間帯は、ほとんどが「１７

時から２２時の間」である。 

郷田委員／本事業はとてもよいものだと思っている。しかし、当然ながら実用的なもので

なければ意味がない。本当に必要としている児童生徒に届いてほしいので、しっ

かりと研究して本事業に取り組んでいただきたい。 

津田委員／資料４ページ、「医療的ケア児支援北九州方式構築モデル事業」について、伺

う。わざわざ「北九州方式構築モデル事業」と銘打って行うということは、何か

特徴や売りといった、本市独自の取組みがあると思うが、具体的にどのようなこ

とを行うのか、説明いただきたい。 

特別支援教育課長／この事業は３つの柱で構成されている。 
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１点目が「医療機関との連携強化」である。医療機関へ医療的ケアに関するア

ドバイザリー業務の委託を行い、特別支援学校と医療機関をオンラインで繋ぎ、

離れた場所にある医療機関から様々な助言をもらい、相談に応じていただくもの

である。その他、医療機関から看護師を学校に派遣していただき、教職員に対し

て研修を行うこともある。 

２点目に、看護師免許を持った方を「医療的ケアコーディネーター」として、

教育委員会に配置し、医療的ケアに関する業務を行ったり、学校現場に出向いて、

支援、指導的助言を行ってもらうものである。 

３点目に、昨今、医療的ケア児が増えているため、新たに特別支援学校２校に

看護師を２名増員し、校内の医療的ケアの支援体制を強化するとともに、配置さ

れた人員を活用して、地域の小学校に就学する医療的ケア児を特別支援学校の看

護師が支援できるように、巡回訪問する仕組みを新たに導入したいと考えている。 

この３つの取組みは、他都市ではなかなか例がないことから、「北九州方式」

と銘打って、今説明させていただいた３つの支援体制を構築していくものである。 

津田委員／医療的ケア児への対応は、大きな課題となっている。せっかくの「北九州方式」

であるため、しっかりと取り組んでいただき、いい結果を出していただきたい。 

シャルマ委員／５ページの「不登校等支援センター設置事業」と、資料６ページの「ＳＮＳ相

談事業」、この２点について、お尋ねしたい。 

まず、「不登校等支援センター設置事業」について、設置場所やどのような活

動を行うのか、説明いただきたい。 

２点目に、「ＳＮＳ相談事業」についてだが、ＳＮＳというものは「繋がりや

すく、離れやすい」という特徴があると聞いている。この事業は、匿名性がある

ため、簡単に繋がるという意味ではよいものだと思うが、相談を受ける側がフォ

ローしたくても、いとも簡単に離れていってしまうことが懸念される。この部分

について、何か対策や今研究していることなどがあれば、説明いただきたい。 

不登校対策担当主幹／１点目の「不登校等支援センター設置事業」について、説明する。これまでも

学校や教育委員会では、不登校対策等については、鋭意努力してきたところであ

る。しかし、残念なことに、全国的に見ても不登校児童生徒数は、年々増加傾向

にある。 

このことに対して、本市では、令和元年度から有識者会議等を開催し、今後の

本市の不登校対策の方向性について、議論してきたところである。 

その議論で、「組織形態を見直すべきではないか」という意見があったため、

子ども家庭局が所管している、不登校への対応を行う「少年支援室」について、

見直しを図ったものである。 

少年支援室では、不登校だけでなく、非行防止等といったことにも取り組んで

いるが、そのうち不登校は学校と密接に関連しているために、このような施設を

立ち上げる。 

生徒指導・教育相談課長／２点目の「ＳＮＳ相談事業」について、説明する。いじめに繋がる重大事態や、

そういった書き込み等があった際に、いかに迅速に連携して対応するのかが大切

だと考えている。 

繋がるだけでなく、繋がりを途切れさせないよう、児童生徒の声を聞き逃さな

ず、対応してまいりたい。 

津田委員／資料３ページの「児童う歯予防対策」について、大きく拡充しているが、拡充

することによりどのようなことを行う予定としているのか。 
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学校保健課長／拡充の内容は、主に「フッ化物塗布」である。また、現在も行っている歯科衛

生士による歯磨き指導も、日数を増やしたいと考えている。 

協 議 終 了 

協議②「小倉北特別支援学校等整備事業に係る「公表事業評価事前評価２」の実施について」 

本議案の提案理由を特別支援教育企画担当課長が説明。 

 [提案理由要旨]  

 北九州市立小倉北特別支援学校等の整備事業に係る公共事業の評価を行うことについて、協

議するもの。 

協 議 終 了 

（関係者以外退出） 

議案第３２号「人事について」 

本議案の提案理由を労務争訟担当課長が説明。 

 [提案理由要旨]  

 北九州市立学校に勤務する教職員に対して懲戒処分を行うため、議案を提出するもの。 

原 案 可 決 

４ 閉 会 

１６:３０ 田島教育長が閉会を宣言 


